
　法テラスの日
　無料法律相談会のお知らせ

納税のお知らせ
納期限：5月7日 ( 火 )

・介護保険普通徴収随 2 期
 ▶高齢者支援課 介護保険料係 ☎ 72-3751( 内 285)

談コーナー
ふれあい総合相談支援センター
 ・一般相談 (月〜金 /10時～ 16時 )
 ・医療 /法律相談 (要予約 )
場所：社会福祉協議会 下地支所☎76-2270(代表)
無料人権相談
  ・4月16日 (火 ) 13時半～ 16時
          　　     　場所：平良庁舎 2階会議室
  ・4月17日 (水 ) 14時～ 16時
                     　場所：女性若者促進施設 (伊良部 )
  ・お問合せ：市民生活課　☎ 73-2695
女性相談室
  ・毎週 月〜金　9時～ 17時
  ・場所：平良庁舎 4階 女性相談室   ☎ 73-1947
消費者相談窓口
 ・平日：10時～ 12時 /13時～ 16時
 ・場所：市民生活課　☎ 73-2695
   ・消費者ホットライン☎ 188
夜間「暮らしの無料消費者相談」
 ・日時：4月10日 (水 )、24日 (水 )
                              　　　　18時～ 20時　※要予約
 ・場所：沖縄県宮古合同庁舎 1階
                                    　　　行政情報コーナー
 ・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695

ふれあい総合相談支援センター

　個人の方を対象にした無料法律相談会を開催し
ます。事前予約制ですので、相談希望の方は下記
までご連絡ください。
【日時】4月23日 (火 )16 時～ 19時 ( 要予約 )
【場所】宮古島市役所平良庁舎 1階
【予約・お問合せ先】
法テラス沖縄　☎ 050-3383-5533

■お問合せ：賦課徴収係 ☎ 73-1973

　4月の「夜間」納付 (相談 ) 窓口開設について
■4月11日 (木 )25日 (木 )17 時 15分～ 19時
■場所：平良庁舎 2階 国民健康保険課

-MIYAKOJIMA CITY INFORMATION-

国民健康保険課からのお知らせ

＊＊国民健康保険税 納め忘れていませんか＊＊

国保税を納め忘れている世帯は、4 月 26 日 ( 金 )

までに納付して、新しい被保険者証に更新して

ください。うぐいす色にかわります。

* 消費者相談 Q&A　迷ったら相談しよう！ *

～高額印鑑の開運商法に気をつけて！！～

○友人に誘われ友人宅に行くと、そこには「印鑑」を販売する業者がいた。姓名判
断を受けることになったが、最終的に「運が開ける」という高額印鑑 (3 本セット
20万円 ) の購入を勧められた。「要らない」と断っても長時間説明が続き、強引に
契約を迫り、帰してくれない。仕方がないので契約書にサインしてしまった。クー
リング・オフできますか？
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− お知らせ − MIYAKOJIMA CITY INFORMATION

お問合せ：税務課 資産税係
　　　　　☎72-3751
　　　(内線 177,129,131,134)

税務課資産税係からのお知らせ

○地方税法 416条の規定に基づき、納税者は平成 31年度 (2019 年度 ) の固定資産税に係る土地
価格等縦　覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧することができます。
1. 縦覧場所：宮古島市役所税務課 (平良庁舎 1階 )
　　　　　　城辺、上野、下地、伊良部の各庁舎では閲覧のみとなります。
2. 縦覧期間：4月1日 (月 ) ～5月31日 (金 )
　　　　　　※土、日、祝祭日、平日 12時～ 13時は除く 
3. 縦覧できる人：宮古島市に土地、家屋を有する納税者又はその代理人 (同居の家族、相続人、納
　　　　　　　　税管理人、共有者も同様に縦覧できます ) 
4. 縦覧に必要な書類等：印鑑、本人確認できるもの (運転免許証など )、代理人の場合は委任状と
　　　　　　　　　　　来庁する人の印鑑が必要となります。
○固定資産税の現況調査について
　市内にある土地の利用状況、建物の種類や構造、新築・増築や建物取壊し、償却資産などの実態
を把握し、市の課税台帳との登録内容が一致しているかどうかを確認する現況調査を行っています。
　調査にあたっては、敷地外からの外観が把握できない等の場合は敷地内に立ち入らせていただく
場合もあります。また記録のため写真撮影をさせていただきます。
　調査は、市税務課職員及び市が委託した調査会社が行います。市税務課職員は市が発行する「調
査吏員証、固定資産評価員証又は補助員証等」、また委託した調査会社職員は、「調査員証明書」を
携帯していますのでご確認ください。

19　広報 
 

4 月号

◆お問合わせ：沖縄県消費生活センター宮古分室 ☎ 72-0199　
　　　　　　　　▶相談時間：平日 9 時 ~12 時／ 13時 ~16時　※土日・祝日はお休みです。

●相談者が販売業者より受け取った契約書には、クーリング・オフに関する記載があ
りました。契約書面の交付から 8日以内にクーリング・オフを書面で通知することで、
無条件解約ができます。尚、契約書面の交付がない、書面に不備や虚偽の記載がある、
などの場合は、所定の日数が過ぎてもクーリング・オフができます。相談や問い合わ
せはお早めに！！
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 認知症サポーター養成講座
 のご案内

3 月 13日 ( 水）に、宮古実業高校 生活福祉科 2年生
の授業の一環として、認知症サポーター養成講座を実施
しました。生徒たちは、積極的に授業に参加し、38名
が養成講座修了の証である「オレンジリング」を授与さ
れました。

　宮古島市では、認知症に関する正しい知識を持
ち、地域や職域において認知症の方やそのご家族
を支援し、安心して暮らし続けることのできる地
域づくりを推進することを目的に、『認知症サポー
ター養成講座』を実施しています。
【講座内容】
認知症についての基本知識や認知症の方に対する
接し方を学び、認知症を正しく理解した応援者で
ある「認知症サポーター」になるための講座を行
います。
【講師】キャラバン・メイト (都道府県、市町村等
　　　　　　が実施する所定の研修を修了した方 )
【対象者】
地域の住民 (自治会・学校・職場・各団体・サー
　　　　　   クルなども可 )
※介護事業所は対象外となります。
【申込み方法】
高齢者支援課にお問合せいただき、認知症サポー
ター養成講座を実施したい旨をお伝えください。
【申込み・お問合せ先】
高齢者支援課 介護予防係　☎ 73-1979


